
議案第７６号 

  

 

   公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部を別紙のように改正する。 

 

 

     平成２４年１１月２９日提出 

 

          小金井市長 稲 葉 孝 彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 地方自治法が改正されたことに伴い、公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一

部を改正するものであります。 



   公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 公聴会参加者等の実費弁償に関する条例（昭和４５年条例第２６号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第１中「第１００条第１項」を「第１００条第１項後段」に、「第１０９条

第５項、第１０９条の２第５項及び第１１０条第５項」を「第１０９条第５項、第

１０９条の２第５項、第１１０条第５項及び第１１５条の２第１項」に、「第１０

９条第６項、第１０９条の２第５項及び第１１０条第５項」を「第１０９条第６項、

第１０９条の２第５項、第１１０条第５項及び第１１５条の２第２項」に改める。 

第２条 公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１中「第１００条第１項後段」の次に「（第２８７条の２第７項において

準用する場合を含む。）」を加え、「第１０９条第５項、第１０９条の２第５項、

第１１０条第５項及び第１１５条の２第１項」を「第１１５条の２第１項（第１０

９条第５項において準用する場合を含む。）」に、「第１０９条第６項、第１０９

条の２第５項、第１１０条第５項及び第１１５条の２第２項」を「第１１５条の２

第２項（第１０９条第５項において準用する場合を含む。）」に改める。 

 

   付 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は公布の日又は地方自治法

の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附則第１条ただし書に規定する規

定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 
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議案第７６号資料 

 

公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

（第１条関係） 

改正条例 現行条例 備考 

別表第１（第２条関係） 

⑴  省略 

⑵  地方自治法第１００条第１項後段の規定により、

小金井市議会の要求に応じ出頭した者 

⑶ 地方自治法第１０９条第５項、第１０９条の２第

５項、第１１０条第５項及び第１１５条の２第１項

の規定により、公聴会に参加した者 

⑷ 地方自治法第１０９条第６項、第１０９条の２第

５項、第１１０条第５項及び第１１５条の２第２項

の規定により、参考人として出頭した者 

⑸     

～   省略 

⑽    

 

付 則（抄） 

この条例中第１条の規定は公布の日から（中略）施行す

る。 

 

別表第１（第２条関係） 

⑴  省略 

⑵  地方自治法第１００条第１項の規定により、小金

井市議会の要求に応じ出頭した者 

⑶ 地方自治法第１０９条第５項、第１０９条の２第

５項及び第１１０条第５項の規定により、公聴会に

参加した者 

⑷ 地方自治法第１０９条第６項、第１０９条の２第

５項及び第１１０条第５項の規定により、参考人と

して出頭した者 

⑸     

～   省略 

⑽    
 

 

 
地方自治法の改正

に伴う規定の整備 
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（第２条関係） 

再改正条例 改正条例 備考 

別表第１（第２条関係） 

⑴  省略 

⑵  地方自治法第１００条第１項後段（第２８７条の

２第７項において準用する場合を含む。）の規定に

より、小金井市議会の要求に応じ出頭した者 

⑶ 地方自治法第１１５条の２第１項（第１０９条第

５項において準用する場合を含む。）の規定により、

公聴会に参加した者 

⑷ 地方自治法第１１５条の２第２項（第１０９条第

５項において準用する場合を含む。）の規定により、

参考人として出頭した者 

⑸     

～   省略 

⑽    

 

付 則（抄） 

この条例中（中略）第２条の規定は公布の日又は地方自

治法の一部を改正する法律（平成２４年法律第７２号）附

則第１条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅

い日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

⑴  省略 

⑵  地方自治法第１００条第１項後段の規定により、

小金井市議会の要求に応じ出頭した者 

 

⑶ 地方自治法第１０９条第５項、第１０９条の２第

５項、第１１０条第５項及び第１１５条の２第１項

の規定により、公聴会に参加した者 

⑷ 地方自治法第１０９条第６項、第１０９条の２第

５項、第１１０条第５項及び第１１５条の２第２項

の規定により、参考人として出頭した者 

⑸     

～   省略 

⑽    
 

 

 

地方自治法の改正

に伴う規定の整備 

 

 

 


